




監事監査報告書 

2023年 3月 13日 
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私は、監事として、特定非営利活動促進法第 18条の規定に基づき、特定非営利活動法人 

国境なき医師団日本の 2022年度(2022年 1月 1日から 2022年 12月 31日まで)に関して、 

監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。 

 

1. 監査の方法及びその内容 

(1) 会計監査 

私は、理事会その他の重要な会議に出席し、会計役及びファイナンス委員会から財務の管

理状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、適正な財務管理が実施されているかを

調査しました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施している

かを監視・検証すると共に、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。 

以上の方法に基づき、私は、当該事業年度に係る会計監査人が監査対象としている財務諸

表等について検討いたしました。 

 

(2) 業務監査 

私は、理事の業務執行に関する監査については、2022 年度中の理事会その他重要な会議

に出席し、理事会及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求め、重要な決裁書類などを閲覧し、業務執行の正当性を検討しました。 

 

 

2. 監査の結果 

(1) 監査人が監査対象としている財務諸表等の検討結果 

私は、会計監査人の監査方法及び結果は、相当であると認めます。従い、上記の期間に係

る計算書類は、特定非営利活動法人国境なき医師団日本の、2022年 12月 31 日をもって終

了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況および同日現在の財政状況を適正に表示し

ているものと認めます。 

 

(2) 業務監査 

私は、理事及び理事会の職務遂行は適切であり、不正の行為または法令もしくは定款その

他の法令に違反する重大な事実はないと認めます。 

 

以上 

 














